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ごあいさつ 
 

〇脳卒中、心臓病その他の循環器病（以下「循環器病」という。）は、本県はもと

より、全国の主要な死亡原因であるとともに、介護が必要となる主要な要因のひ

とつとなっています。 

 

〇本県においても、心疾患は死亡原因の第２位、脳血管疾患は第４位であり、心疾

患と脳血管疾患をあわせると、年間約４，０００人の方が亡くなられており、循

環器病は県民の生命や健康に重大な影響を及ぼす疾病となっています。 

 

○このような現状に鑑み、令和元年１２月に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒

中、心臓病等その他の循環器病に係る対策に関する基本法」が施行され、令和２

年１０月には、国の「循環器病対策推進基本計画」が策定されました。 

 

〇本県においても、令和３年度に「長崎県循環器病対策推進計画」を策定し、循環

器病の年齢調整死亡率の減少及び健康寿命の延伸を目指し、循環器病予防のため

の生活習慣改善の推進や保健、医療及び福祉に係るサービスの在り方を含めた幅

広い循環器病対策の推進に取り組んでいるところです。 

 

○このような中、「長崎県循環器病対策推進計画」が令和５年度をもって終期を

迎えることから、後継計画として「第2期長崎県循環器病対策推進計画」を策定

いたしました。本計画は、令和6年度からの6か年を計画期間とするものです

が、「長崎県医療計画」の脳卒中医療分野及び急性心筋梗塞等の心血管疾患医

療分野の施策との整合を図っております。 

 

〇今後、本計画に基づき、関係者の皆さまと連携・協同しながら各施策を推進して

まいりますので、県民の皆さまをはじめ、市町、関係機関の皆さまにおかれまし

ては、引き続きご理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇終わりに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました長崎県循環器病対策推

進協議会、長崎県脳卒中検討委員会、長崎県心血管疾患検討委員会の委員の皆様

をはじめ、貴重なご意見を賜りました多くの方々に対しまして厚くお礼申し上げ

ます。 

                             令和６年３月 

                    長崎県福祉保健部長 新田 惇一 
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第１章 計画策定の趣旨等 

１ 計画策定の趣旨  

脳卒中、心臓病その他循環器病（以下「循環器病」という。）は、我が国の主要な

死亡原因となっています。 

令和３年の人口動態統計によると、心疾患は悪性新生物（がん）に次ぐ死亡原因の

第２位、脳血管疾患は第４位であり、両者を合わせると年間３１万人以上の国民が亡

くなっています。 

本県においても、全国同様、心疾患は死亡原因の第２位、脳血管疾患は第４位とな

っており、年間約４千人の県民が亡くなっています。このように循環器病は県民の生

命や健康に重大な影響を及ぼす疾患であるとともに、社会生活にも大きな影響を与え

る疾患です。 

 こうした状況に鑑み、国民の健康寿命１の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係

る負担の軽減に資するため、予防や医療及び福祉に係るサービスの在り方を含めた幅

広い循環器病対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、「健康寿命の延

伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」（以

下「基本法」という。）が平成３０年１２月に成立し、令和元年１２月に施行されま

した。 

 基本法では、国は循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「循環器病

対策の推進に関する基本的な計画」（以下「基本計画」という。）を策定することと

し、都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における循環器病の

予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関す

る状況、循環器病に関する研究の進展等を踏まえ、都道府県における循環器病対策の

推進に関する計画を策定しなければならないとされています。 

 これらの状況を踏まえ、令和４年3月に「第1期長崎県循環器病対策推進計画」を策

定しました。本計画は、第1期計画の後継計画となりますが、引き続き本県の実状に

応じた循環器病対策を総合的・計画的に推進していきます。 

 

２ 計画の期間  

この計画の期間は、令和６年度から令和１１年度の６年間とします。 

 

３ 他計画との整合性  

この計画は、「長崎県医療計画」、「健康ながさき２１」、「長崎県老人福祉計

画・長崎県介護保険事業支援計画」、「長崎県障害福祉計画・長崎県障害児福祉計

画」等と整合を図りながら推進していきます。 

 

１ 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 
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４ ＳＤＧｓの理念を踏まえた取組  

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）は、2015 年の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 

年までの国際目標です。 

持続可能な世界を実現するための 17 の目標と 169 のターゲットから構成され、「地

球上の誰一人として取り残さない」社会の実現を目指し、開発途上国のみならず先進国

を含む国際社会全体の目標として、経済・社会・環境の諸問題を統合的に解決すること

を目指しています。 

 本県においても、このＳＤＧｓの理念を踏まえながら各取組を推進し、県民の皆様が

安心して暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性化を実現していくとともに、

国際社会の一員として、ＳＤＧｓの達成に貢献していくこととしています。 

 
なお、本計画に掲げる施策と特に関連するＳＤＧｓの目標は次のとおりです。 

 

 

あらゆる年齢のすべての⼈々の健康的な⽣活を確保し、福祉を推進する 

 

 

すべての⼈々に包摂的かつ公平で質の⾼い教育を提供し、⽣涯学習の機会

を促進する 

 

 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての⼈々の完全かつ⽣産的な雇用

と働きがいのある⼈間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

 

 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシッ

プを活性化する 
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第２章 全体目標等 

１ 全体目標 

国の基本計画を踏まえ、「循環器病予防のための生活習慣改善の推進」「保健、医

療及び福祉に係るサービス提供体制の充実」「多職種連携によるサービス提供体制の

充実」の３つの施策に取り組むことにより、「２０４０年までに３年以上の健康寿

命の延伸」及び「循環器病の年齢調整死亡率１の減少」を目指します。 

 

２ 施策体系の考え方 

循環器病の特徴や病期に応じ、以下の分野別施策に取り組みます。 

 

 

１死亡数を人口で除した死亡率を比較すると比較する地域により年齢構成に差があるため、高齢者の多い地域では高

く、若年者の多い地域では低くなる傾向がある。このような年齢構成の異なる地域間で死亡の状況が比較できるよう

に年齢構成を調整した死亡率。 
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第３章 本県の現状 

１ 平均寿命 

■令和２年の本県の平均寿命は、男性が８１．０１歳、女性が８７．４１歳となってお

り、ともに全国平均を下回っています 

 
 

 

出典：厚生労働省「令和 2 年度都道府県別生命表の概況」 

 

２ 健康寿命１ 

■本県の健康寿命は男女とも延伸傾向にありますが、令和元年をみると、男性は 

７２．２９歳で全国平均を下回っていますが、女性は７５．４２歳で全国平均を上

回っています。 

 
出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

Ｓ４０ Ｓ５０ Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ R2

全国男 67.74 71.79 74.95 76.70 77.71 78.79 79.59 80.77 81.49

長崎県男 66.29 70.74 74.09 76.05 77.21 78.13 78.88 80.38 81.01

（全国順位） (43) (38) (43) (38) (33) (37) (43) (31) (36)

全国女 72.92 77.01 80.75 83.22 84.62 85.75 86.35 87.01 87.60

長崎県女 72.06 76.46 80.81 83.23 84.81 85.85 86.30 86.97 87.41

（全国順位） (40) (38) (24) (28) (19) (22) (26) (28) (34)
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３ 平均寿命と健康寿命の差 

■本県の令和２年の平均寿命と令和元年の健康寿命の差（不健康な期間）について、 

男性は８．７２年、女性は１１．９９年となっており、全国と比べやや長いです。 

      
出典：平均寿命：令和 2 年度都道府県別生命表の概況 

出典：健康寿命：国民生活基礎調査 

 

４ 高齢化率２ 

■本県の高齢化率は平成２７年２９．６と全国を上回っています。推計によると、本県、

全国ともに高齢化は上昇を続けるとされています。 

 
出典：平成１２年～２７年は国勢調査、令和２年以降は平成２７年国勢調査を基にした

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成３０年 3 月推計）」 

 

１ 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 

２ ６５歳以上人口が総人口に占める割合。 

60 65 70 75 80 85 90

男性

女性

健康寿命（R1） 平均寿命（R2）

不健康な期間：8.72年

不健康な期間：11.99年
75.42

72.29

87.41

81.01
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５ 死亡原因における循環器病の割合 

■本県の心疾患による死亡割合は１５．３％で、がん（悪性新生物）に次ぐ第２位と

なっています。また、本県の脳血管疾患による死亡割合は６．３％となっており、

平成１９年（２００７年）から第４位となっています。 

■心疾患と脳血管疾患を併せると２１．６％となり循環器病が死因全体の約５分の

１を占めることになります。 

■全国と比較すると本県は心疾患の死因に占める割合は高く、脳血管疾患は低くな

っています。 

  

出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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６ 循環器病の死亡率 

（１）循環器病の粗死亡率（人口１０万対） 

①脳血管疾患 

■本県の脳血管疾患による粗死亡率は全国平均を上回って推移しています。昭和４５

年には２００．９と、これまでの統計の中で最高の数値を記録しましたが、年々減

少し、令和４年では９５．４となっています。 

 

                       出典：厚生労働省「人口動態統計」 

②心疾患 

■本県の心疾患による粗死亡率は全国平均を上回って推移しており、全体的に増加傾

向にあります。令和４年には２３２．７とこれまでの統計の中で過去最高の数値を

記録しています。 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」 

ただし、粗死亡率の増加には高齢化が大きく影響しますので、年齢構成で補正して 

比較する必要があります。 
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（２）循環器病の年齢調整死亡率（人口１０万対） 

①脳血管疾患 

■本県の脳血管疾患による年齢調整死亡率は男女とも減少傾向にあります。 

令和２年では、男性８５．４、女性５４．４で、ともに全国平均を下回っています。 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞の年齢調整死亡率（人口10万対）
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②心疾患 

■本県の心疾患による年齢調整死亡率は男女とも減少傾向にあります。令和２年では、

男性１９０．５、女性１１４．１で、ともに全国平均をやや上回っています。 

■急性心筋梗塞の年齢調整死亡率は男女とも減少傾向にありますが、令和２年において、

男女とも全国平均をやや上回っています。しかし虚血性心疾患全体では全国平均を下

回っています。 

■心不全の年齢調整死亡率について、本県では令和２年において、男性７１．８、女性

５８．４と全国平均を上回っています。また、女性の年齢調整死亡率は増加傾向にあ

り、全国で３番目に高くなっています。 

     
 出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

 
  出典：厚生労働省「人口動態統計」 

228.9

203.6
190.1

225

193.2

190.5

147.4

127.4 109.2

147.8
130.0

114.1

10

60

110

160

210

260

H22 H27 R2

心疾患 年齢調整死亡率（人口10万対）

全国男 長崎県男

全国女 長崎県女

急性心筋梗塞、虚血性心疾患、心不全　年齢調整死亡率（人口10万対）

全国 55.6 43.3 32.5

長崎 67.6 57.4 38.8

全国 28.4 20.4 14

長崎 38.8 26.6 14.1

全国 101.5 84.5 73

長崎 92.9 77.2 57.3

全国 51.1 38.8 30.2

長崎 52.6 35.9 21.8

全国 75 66.6 69

長崎 81.3 59.9 71.8

全国 60.1 53.3 48.9

長崎 55.4 55 58.4

全国

ワースト

順位

（Ｒ２）

虚血性心疾患

男 30

女 33

心不全

男 17

急性心筋梗塞

男 13

女 23

疾患 性別 区分 Ｈ２２

女 3

Ｈ２７ Ｒ２
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■計画期間内に脳血管疾患、心血管疾患の年齢調整死亡率の５％の低下と、健康

寿命の延伸を目指します。 
 

 

 

 

指標名 現状 全国 目標（R10） 

脳血管疾患の年齢調整死亡率（男） 
８５．４ 

（Ｒ２） 

９３．８ 

（Ｒ２） 
８１．１ 

脳血管疾患の年齢調整死亡率（女） 
５４．４ 

（Ｒ２） 

５６．４ 

（Ｒ２） 
５１．７ 

心血管疾患の年齢調整死亡率（男） 
１９０．５ 

（Ｒ２） 

１９０．１ 

（Ｒ２） 
１８１．０ 

心血管疾患の年齢調整死亡率（女） 
１１４．１ 

（Ｒ２） 

１０９．２ 

（Ｒ２） 
１０８．４ 

健康寿命（男） 
７２．３ 

（Ｒ１） 

７２．７ 

（Ｒ１） 
増加 

健康寿命（女） 
７５．４ 

（Ｒ１） 

７５．４ 

（Ｒ１） 
増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標 
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７ 介護が必要になった原因の構成割合（全国の状況） 

■令和４年国民生活基礎調査によると、介護が必要となった原因に占める割合は、脳血 

管疾患が１６．３％、心疾患が５．２％であり、両者を合わせた循環器病は２１．５％ 

となり、最多となっています。 

 

  

出典：国民生活基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3%

19.0%

11.2%

5.2%

4.5%

6.3%

2.7%

3.1%

2.1%

2.0%

1.7%

2.4%

10.3%

5.4%

19.3%

16.7%

23.6%

3.8%

2.8%

2.8%

2.6%

14.1%

13.0%

16.1%

13.2%

10.9%

17.4%

16.9%

16.0%

18.7%

総数

要介護者

要支援者

介護が必要になった原因（全国）令和４年

脳血管疾患（脳卒中） 心疾患（心臓病） 糖尿病 呼吸器疾患 がん 認知症 高齢による衰弱 関節疾患 骨折・転倒 その他
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第４章 分野別の現状と主要な施策の方向性 

１ 循環器病予防のための生活習慣改善の推進  

＜現状・課題＞ 

■循環器病とは循環器の病気、すなわち心臓と血管の病気を言います。その多くは偏っ

た食生活や睡眠不足、運動不足、喫煙、ストレスなどの積み重ねが原因で発症する生

活習慣病（がん、心疾患（狭心症や心筋梗塞などの心臓病）、脳血管疾患（脳梗塞や

くも膜下出血などの脳の病）、糖尿病など）でもあるので、食生活の改善や運動習慣

の定着等の一次予防、早期発見・早期治療による二次予防対策を推進するとともに重

症化予防に重点をおいた対策についても推進する必要があります。 

■歯周病は、生活習慣の改善予防できる生活習慣病で、糖尿病、心疾患、誤嚥性肺炎、

早産などの全身疾患との関連が報告されており、若い世代から歯周病の発症を予防す

るため、口腔ケアの重要性を周知していく必要があります。 

■県は関係機関との連携を図りながら、「健康ながさき２１」に基づき、栄養・食生活、

身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒・喫煙、歯・口腔の健康づくりに取り組んでいま

す。 

 

（１）生活習慣病に関連する身体の状況 

①メタボリックシンドローム該当者及び予備群 

■お腹の周りの内臓に脂肪が蓄積した「内臓脂肪型肥満」に脂質異常、血圧高値、血糖

高値が重なると動脈硬化を進行させ、循環器病及び生活習慣病を急速に招く危険性が

高まると言われています。 

「内臓脂肪型肥満」に加え脂質異常、血圧高値、血糖高値のうち２つ以上を併せ持っ

ている状態を「メタボリックシンドローム」と言い、１つの場合はメタボリックシン

ドローム予備群と言います。 

■本県における令和 3 年度のメタボリックシンドローム該当者割合は 18.0％、予備群 

割合は 13.2％と全国平均を上回り、増加傾向にあります。 

■「肥満」とは、体脂肪が過剰に蓄積した状態を言います。肥満度の判定には、国際的

な標準指標である BMI（Body Mass Index）＝［体重(kg)］÷［身長(m)2］が用い

られています。男女とも標準とされる BMI は 22.0 です。BMI が 25 以上になると

肥満と判定されます。本県における肥満の該当者の割合は、男女とも増加傾向にあり

ます。 

肥満は、生活習慣病をはじめとする数多くの疾患のもととなるため、適正体重を維持

することにより肥満を予防することが重要であり、引続き県民へ広く啓発することが

必要です。 
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出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 

 

 
出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 

 

 

15.2% 15.3% 15.4%
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メタボリックシンドローム該当者

長崎県割合 全国割合
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12.0%
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12.5%
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

メタボリックシンドローム予備群

長崎県割合 全国割合
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参考：肥満の現状（長崎県） 

出典：NDB オープンデータ 

 

 

 

出典：NDB オープンデータ 
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62.1%
58.2%

64.4%
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②糖尿病 

■糖尿病は脳血管疾患や虚血性心疾患などの動脈硬化性疾患の危険因子となる慢性疾

患です。 

■４０歳から７４歳までの特定健診受診者のうち HｂA1ｃ6.5％以上の糖尿病が強く

疑われる者の割合は、令和２年度全国 7.28％、長崎県 7.23％と全国並みの状況で

す。前回の平成 2７年度調査（全国 6.68％、長崎県 6.77％人）と比較して増加して

いる状況です。 

【表】糖尿病が強く疑われる者（HbA1c6.5％以上の者）の割合推移（％） 

※出典：（HbA1ｃ）NDBオープンデータ ※NGSP値で算出 

                               

③高血圧 

■脳血管疾患と虚血性心疾患を含む循環器病は、本県においても主要な死亡原因の一つ

ですが、その危険因子である高血圧症は、肥満を伴わない人にも多く認められるので

注意を要します。 

■収縮期血圧の平均値は男女ともに減少傾向にあります。 

 

   
 

出典：長崎県健康・栄養調査 

 

④脂質異常症 

■ＬＤＬコレステロール１６０ｍｇ／ｄＬ以上の人の割合は、男性は増加しています。

女性は減少していますが、目標値には達しておらず、更なる取組が必要です。 

138.2 135.0
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160.0

H23 H28

mmHg

収縮期血圧の平均値
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H34目標
134.0mmHg

長崎県健康・栄養調査

132.5 128.6
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140.0

160.0

H23 H28

mmHg

収縮期血圧の平均値
（40～89歳女性）

H34目標
129.0mmHg

長崎県健康・栄養調査
R4 目標：健康ながさき２１（第 2次）目標値 R4 目標：健康ながさき２１（第 2次）目標値 
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出典：長崎県健康・栄養調査 

 

（２）生活習慣の状況 

①野菜摂取量 

■野菜の１日平均摂取量は、男女とも減少傾向にあり、令和３年の値は 234.4ｇとなっ

ています。この数値は、目標量に 100g ほど不足しており、男女とも、野菜摂取量を

増やすことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：長崎県健康・栄養調査 

 

②食塩摂取量 

■食塩の１日平均摂取量は、平成 23 年以降 10.0g 程度で横ばいの状況であり、日本

高血圧学会が示す 1 日当たり 6g/未満の減塩目標に及んでいない状況です。引き続

き、減塩について広く普及啓発することが必要です。 

R4目標：健康ながさき２１（第2次）目標値 

 

野菜摂取量の 1 日当たり平均値 

 

 

値 
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出典：長崎県健康・栄養調査 

 

③１日の歩数 

■１日の歩数については、平成 23 年度と平成 28 年度を比較すると、65 歳以上女性

を除いて全体的に減少傾向にあります。運動習慣者の割合についても、20～64 歳男

性は増加傾向にあるものの、全体的には減少しています。 

■適正体重の維持、生活習慣病予防のためには、歩数の増加や運動の習慣化が重要で

す。今後は、健康に関心の薄い層にとっても体を動かしたくなるまちづくりや、高

齢になると身体的負担の大きい運動が難しくなることなどから、県民一人ひとりの

特性や実情に即した取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：長崎県健康・栄養調査 

食塩摂取量の 1 日当たり平均値 
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④喫煙 

■たばこには 5,300 種類以上の化学物質と 70 種類以上の発がん物質が含まれており、

そのため喫煙は、がん、循環器病、糖尿病などの生活習慣病を引き起こすほか、歯周

病などの危険因子と言われています。 

■20 歳以上の喫煙率は、減少傾向にありますが、「健康ながさき 21（第２次）」最終目

標の 12.0%には届いていない状況であり、更なる喫煙率減少の取組が必要です。 

■県では、たばこによる健康被害の啓発、禁煙希望者への支援体制の充実を施策の方向

性として各種取組を進めていきます。 

■他人のたばこの煙を吸うことによる受動喫煙は、喫煙者本人だけでなく、周囲の人の

健康にも深刻な影響を及ぼします。本県においては、健康増進法の改正等により「飲

食店」で受動喫煙を受ける方の割合は減少したものの、「家庭」や「職場」と比較す

ると依然高い状況にあります。さらに、「家庭」や「職場」で受動喫煙を受ける方の

割合は増加しています。このような状況を踏まえ、引き続き、受動喫煙の防止に向け

た取組を一層推進する必要があります。 

 

 

出典：H23 長崎県健康・栄養調査 

出典：H28、R3 長崎県生活習慣状況調査 

 

 

⑤飲酒 

■飲酒は、生活習慣病（NCDs）をはじめとする様々な健康障害のリスク要因となり得

るのみならず、事故等の社会的な問題や、不安やうつ、自殺といったリスクとも関連

すると指摘されています。 

喫煙率 
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■生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人の割合について、男性では、減少傾向

にありますが、女性は、平成 28 年と令和３年を比較すると増加傾向にあります。 

■県では、平成 31 年から「アルコール健康障害対策基本法」に基づく、「長崎県アルコ

ール健康障害対策推進計画」との整合性を図りながら、本県におけるアルコール健康

障害対策を進めており、今後も、関係機関と連携しながら、より一層アルコールによ

る健康影響に関する知識の普及・啓発、減酒支援等を推進することが求められていま

す。 

 

 

出典：長崎県生活習慣状況調査 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■「健康ながさき 21（第３次）」に基づき、県民の生活習慣の改善を推進し、循環器病

をはじめとした生活習慣病の発症を予防します。推進にあたっては、健康ながさき 21

推進会議や健康長寿日本一長崎県民会議構成団体と連携を図ります。 

■県は、長崎大学病院に設置している脳卒中・心臓病等総合支援センターと連携し、県

民公開講座の開催や循環器病の予防に関する啓発資材の作成、子どもの頃からの循環

器病に関する知識の普及啓発等を推進します。 

 

 

 

指標名 現状 目標（R10） 

喫煙率 
１５．８％ 

（Ｒ３） 
１２．０％ 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合 

 

 

値 

23.5%

17.8%

13.2%

7.4%

4.6%

7.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

H23 H28 R3
男性 女性

施策目標 
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食塩摂取量 
１０．０ 

（Ｒ３） 
８．０ 

日常生活における１日の歩数（男） 
７，６１６ 

（Ｈ２８） 
８，０００ 

日常生活における１日の歩数（女） 
６，５９２ 

（Ｈ２８） 
８，０００ 

※目標値は健康ながさき２１（第３次）の目標値 

 

２ 保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実 

（１）循環器病を予防する健診の普及や取組の推進 

①特定健康診査・特定保健指導の推進 

＜現状・課題＞ 

■生活習慣病予防については、メタボリックシンドロームの考え方に着目した特定健

診・特定保健指導が医療保険者の義務として実施されています。特定健診の結果、そ

の人の健康状態に応じた保健指導を受けることができるものであり、受診者自身が健

診結果を通じて健康管理ができるようになることを目指しています。 

■特定健康診査は、令和 3 年度受診率４８．８％と、令和２年度を除き年々増加してい

るものの、全国平均５６．５％より低くなっています。特定保健指導は、実施率３２．

２％と、全国平均２４．６％を上回っています。 

 

 
出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 
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42.7%
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46.1%
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56.5%
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35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

特定健診受診率

長崎県 全国
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        出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■特定健康診査及び特定保健指導、後期高齢者の健康診査及び保健指導等の実施は、生

活習慣病を予防し、健康で生きがいのある生活を続けるための第一歩であることから、

県民をあげた取組となるよう推進していきます。 

■各医療保険者は、各々の特定健診等実施計画に基づき、特定健康診査及び特定保健指

導、後期高齢者の健康診査及び保健指導等の普及・推進に努めます。また、保健医療

関係団体や行政機関との連携を強化し、効率的・効果的な取組を推進します。 

■保険者は、特定健診等について情報を提供するとともに健診受診を促します。また、

健診未受診者及び精密検査が必要な者の受診を勧奨します。 

■保険者は、特定健診の結果、血糖・脂質・血圧・喫煙歴の判定値を超えた方を対象に、

選定基準に基づき、保健指導として動機付け支援や積極的支援を行います。 

■県及び保険者協議会は、医療保険者及び関係者を対象とした人材育成のための研修会

を開催するとともに、先進的な取組事例等についての情報提供、データの分析・提供、

普及・啓発などの取組を行い、医療保険者が行う特定健康診査及び特定保健指導の推

進を支援します。 

■保険者協議会は、県及び関係機関と協力し、被用者保険被扶養者の特定健康診査の場

を確保するため、被用者保険医療保険者と健診実施機関における集合契約の締結に努

め、その円滑な運用を図ります。また、国民健康保険が実施する特定健康診査（集団

健診）における被用者保険被扶養者の受診のための環境整備を行います。 
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②循環器病のリスク因子である糖尿病性腎臓病の重症化予防のための医療機関未受診

者・糖尿病治療中断者への受診勧奨及びハイリスク者に対する保健指導の実施 

＜現状・課題＞ 

■長崎県の人工透析患者数は増加傾向にあり、令和３年度は４，３１７人となっていま

す。（長崎県腎不全対策協会調べ）。また、人工透析新規導入患者の主要疾患では糖尿

病性腎症が最も多くなっていますが、減少傾向になっています。次に多い腎硬化症は

増加傾向にあります。 

 

 
出典：長崎県腎不全対策協会 

 

 

 

■令和 3 年の日本透析医学会の調査によると、人工透析の人口 100 万対患者数は、全

国 2786.5 人、長崎県 3155.0 人となっており全国より多い状況です。また、新規

の人工透析導入患者は、全国で 40,511 人ですが、長崎県腎不全対策協会によると長

崎県では 492 人となっています。 
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人口 100 万人あたりの人工透析患者数の推移 （単位：人） 

  
（出典）日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■平成２９年度に、「長崎県糖尿病性腎臓病重症化予防事業推進会議」を設置し、県内

の医療保険者、関係団体及び行政機関の連携を強化し、糖尿病性腎臓病重症化予防事

業を円滑・効率的に実施することにより、糖尿病の重症化予防または人工透析への移

行防止を図ることで、県民の健康増進と医療費の増加抑制につなげる取り組みを進め

ています。 

■長崎県版「糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」の取組を継続し、糖尿病が重症化

するリスクの高い未受診者・受診中断者を医療に結びつけるとともに、糖尿病性腎臓

病で通院する患者のうち重症化するリスクの高い者に対して医療保険者が医療機関

と連携して保健指導等を実施しています。実施にあたっては、対象者が保健指導の必

要性について理解を深めることや、保健指導担当者のスキルアップ、医療保険者とか

かりつけ医、専門医との連携を図るため研修会等の取組を推進していきます。また、

長崎県版糖尿病性腎臓病重症化予防プログラムについての理解と、行政が行う保健指

導への協力を得るためかかりつけ医等を対象とした研修会を開催していますが、今後

はより連携強化を図るため二次医療圏単位での取組を推進していきます。 

 

 

 

指標名 現状 全国 目標（R10） 

特定健康診査受診率 
４８．８％ 

（Ｒ３） 

５６．５％ 

（Ｒ３） 
７０．０％ 

特定保健指導実施率 
３２．２％ 

（Ｒ３） 

２４．６％ 

（Ｒ３） 
増加 

施策目標 
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（２）医療提供体制の充実  

① 救急医療体制の整備 

＜現状・課題＞ 

■本県の疾患群別搬送件数（内因性疾患）によると、平成 28～令和 2 年度に脳疾患及

び心疾患で救急搬送された件数はいずれも５，０００件前後で推移しており、脳疾患

は増加傾向、心疾患は減少傾向にあります。 

■本県では、救急患者の救命率向上及び後遺症の軽減のため、現場ですばやく適切な治

療を行うことができるドクターヘリを導入しています。令和４年度のドクターヘリに

よる脳卒中患者の搬送件数は１９４件、心血管疾患患者の搬送件数は１１４件です。 

■本県において、令和３年に心肺停止傷病者全搬送人員１，３４２人のうち、一般市民

により除細動が実施された件数は、１４件となっています。また、令和３年の心肺停

止傷病者全搬送人員のうち、一般市民により除細動が実施された件数（人口１０万対）

は１．１で全国１．４を下回っており、心肺停止の 1 カ月後の予後（一般市民が目撃

した心原性心肺停止傷病者の 1 カ月後生存率）も、本県は９．３％と全国１１．１％

を下回っています。 

■本県において、令和２年の救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均

時間は４０．９分であり、全国平均の４０．６分をやや上回っています。 

 

 
 

 
 

 

長崎県疾患群別搬送件数（内因性疾患）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

4,371 4,930 4,625 5,054 5,428

1 脳内出血 819 812 787 817 791

2 くも膜下出血 278 290 303 315 244

3 脳梗塞 1,863 1,840 1,925 1,949 1,727

4 その他脳疾患 1,411 1,988 1,610 1,973 2,666

5,107 5,130 5,533 5,126 4,674

1 急性心筋梗塞 816 816 784 801 712

2 狭心症 402 365 386 236 316

3 急性大動脈解離・大動脈瘤破裂 382 391 397 333 405

4 急性心不全・慢性心不全増悪 1,785 1,394 1,677

5 その他心疾患 3,507 3,558 2,181 2,362 1,564

内因性

脳疾患

心疾患

出典：長崎救急医療白書

心肺停止傷病者全搬送人員、心肺停止傷病者全搬送人員のうち一般市民が除細動を実施した件数

H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年

心肺停止傷病者全搬送人員

（人）
1,274 1,356 1,274 1,286 1,320 1,408 1,343 1,255 1,351 1,342

上記のうち一般市民が除細

動を実施した件数（件）
11 13 7 16 19 17 9 14 16 14

出典：救急救助の現況
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■自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置は、各施設事業者の自主的な設置が年々進み、

県内設置数は４，５６９台（令和５年５月現在）で、設置場所等は一般財団法人日本

救急医療財団のホームページで最新の情報を確認することができます。（ＵＲＬ ｈ

ｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｑｑｚａｉｄａｎｍａｐ．ｊｐ／） 

■消防機関等が実施するＡＥＤ講習を含む救命講習は、多くの県民が受講しています。

また、学校等の教育現場においても、ＡＥＤ講習を含む救命講習を実施するなど、そ

の必要性が浸透しています。 

■長崎県はメディカルコントロール１体制の充実のために、「長崎県メディカルコントロ

ール協議会」を設置するとともに、県内を７地域（長崎・県北・県央県南・下五島・

上五島・壱岐・対馬）に分け「地域メディカルコントロール協議会」を設置していま

す。この県協議会には、県医師会会長、消防長会会長・副会長、救急医療機関及び県

行政機関が参加しており、救急活動を円滑に行うことができるよう関係機関が相互理

解を深めています。また、長崎県メディカルコントロール協議会には令和３年度より

循環器病及び精神疾患分野の専門医が参加し、専門的観点から助言を行っています。 

■また、県内の各地域では、医師による救急活動の事後検証や現場の救急隊員に対する

指示・指導・助言、病院での救急救命処置の再教育等を通して、救急救命士や救急隊

員のレベルアップに取り組んでいます。 

 
＜取り組むべき施策＞ 

■県民が脳卒中及び急性心筋梗塞の発症時の症状を認識し、発症時は速やかに救急要請

が行えるよう啓発を行います。 

■県民が脳卒中及び急性心筋梗塞の発症時、早急に必要な医療を受けることができるよ

う、急性期治療を専門に行う医療機関について、医療関係者や県民へ周知します。 

■医療機関等と連携し、救急救命士を含む救急隊員の研修を推進し、救急救命士の再教

育体制の充実を図ります。 

■今後の救急医療の機能向上に役立てるため、メディカルコントロール等を通し、救急

搬送された傷病者の検証・分析を行います。 

 

 

 

指標名 現状 全国 目標（R10） 

心肺停止傷病者全搬送人数のうち、一般市民

による除細動の実施件数（人口 10 万対） 

１．１

（R3） 

１．４

（R3） 
増加 

 

１ 救急現場から医療機関に搬送されるまでの間において、救急救命士等が実施する応急処置に対して医師が医学的観

点から指示・指導又は助言を行い、実施した応急処置等を検証してそれら応急処置等の質を保障すること。 

２ 救急隊総数のうち「救急救命士常時運用隊」の割合。「救急救命士常時運用隊」とは、２４時間３６５日全ての救

急事案で救急救命士が搭乗する体制としている救急隊をいう。 

長崎県 全国

救急隊の救急救命士運用率2 83.8% 93.2%

　　　　　　出典：救急救助の現況(R4.4.1現在)

施策目標 
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② 急性期から慢性期にかけて切れ目ない医療提供体制の構築（脳卒中） 

ア 急性期の医療体制 

＜現状・課題＞ 

■急性期脳卒中は、発症から迅速な診断と専門医による治療を必要とします。 

■脳卒中においては、心房細動、冠動脈疾患、心不全等の心血管疾患を合併しているこ

とが多いため、脳卒中専門医と循環器専門医の共診が望まれます。 

■脳梗塞に対しては、経静脈的血栓溶解療法であるｔ－ＰＡ１静注療法や経動脈的血行

再建療法である機械的脳血栓回収療法２を適時適切に行うことで機能予後の改善につ

ながる可能性があることが示されています。ただし、ｔ－ＰＡ静注療法は発症から４．

５時間以内、機械的脳血栓回収療法は最終健常確認時刻から少なくとも２４時間以内

に治療が開始されなければなりません。 

■くも膜下出血は診断の遅れが死亡や重篤な後遺症に直結します。その主たる原因であ

る脳動脈瘤に対しては、画像診断で迅速に破裂部位を特定し、脳動脈瘤クリッピング

術３や脳動脈瘤コイル塞栓術４等による再出血防止が極めて重要です。 

■本県のｔ－ＰＡ静注療法の実施件数は、令和元年が最も多くなっており、令和２年以

降は減少傾向にあります。 

■脳梗塞に対するｔ－ＰＡ静注療法や機械的脳血栓回収療法等の実施件数、くも膜下出

血に対する脳動脈瘤クリッピング術の年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ５）に

ついて、本県は全国を上回っています。一方、くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル

塞栓術の実施件数は全国を下回っています。 

■二次医療圏別の脳梗塞に対するｔ－ＰＡ静注療法による血栓溶解療法の実施件数（超

急性期脳卒中加算）のＳＣＲは、長崎、佐世保県北、県央医療圏は全国平均を上回っ

ていますが、県南医療圏や五島、上五島、壱岐、対馬の離島医療圏では算定できてい

ません。 

■急性期脳卒中治療は機能予後の改善につながりますが、時として重度障害や致死的な

結果をもたらすこともあるため、患者家族への十分な説明が必要です。 

■本県の離島医療圏や県南医療圏では、脳神経外科、脳神経内科、救急科、リハビリテ

ーション科の医師数が絶対的に少ない状態です。 

 

 
 

 

 

脳梗塞に対するt-ＰA 静注療法による脳血栓溶解療法適用患者への同療法実施件数

Ｈ30年 R1年 R2年 R3年 R4年

t-PA静注療法件数 176 266 256 223 196

出典：長崎県脳卒中急性期専門医療機関現況報告　県医療政策課調べ
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■本県では、脳卒中に関する医療機能の専門化と役割分担を推進し、急性期における

医療の拠点化と急性期から回復期に至る医療の連携を図るため、「脳卒中診療ネッ

トワーク」を構築しています。具体的には、県が急性期に必要な医療機能を有する

医療機関をその機能に応じて「高次脳卒中センター」「地域脳卒中センター」「脳卒

中支援病院」と認定することで、県民、救急隊員、医療関係者が脳卒中を疑われる

患者の搬送先を認識できるようにしています。また、「脳卒中診療ネットワーク」に

より、県下では２４時間３６５日専門的な診療が受けられる体制にあります。 

■しかしながら、医師の地域偏在や人材不足等により、今後、２４時間を通じて脳卒

中の急性期対応を可能とするための医師配置が困難になることが予想されます。そ

脳梗塞に対するt-PA静注療法による血栓療法の実施件数（SCR）　R2年度

二次医療圏 長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 長崎県

脳梗塞に対するt-PA

による血栓療法の実

施件数（SCR）

146.6 207.6 153.4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 137.5

＊算定不可　　出典：内閣府「医療提供状況の地域差」（NDB－SCR 令和2年度診療分）

脳梗塞及びくも膜下出血に関する治療の実施件数（SCR）R2年度

長崎県 全国

脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施件数 137.5 100

脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的脳血栓回収療法等）の実施件数 87.1 100

くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数 132.9 100

くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数 72.0 100

　　　　出典：内閣府「医療提供状況の地域差」（NDB-SCR　令和2年度診療分)

二次医療圏のおける神経内科・脳神経外科・救急科医師数（人口10 万対）R2年

長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬

5.9 2.9 6.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0

6.1 6.7 6.0 3.1 5.7 0.0 0.0 0.0

3.5 1.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.7 8.0 3.8 6.2 2.9 0.0 0.0 0.0

出典：医師・歯科医師・薬剤師統計

リハビリテー

ション科

神経内科

脳神経外科

救急科

注：複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科と、１診療科のみに従事している場合の診療

科。人口はR2.1.1時点推計人口（長崎県異動人口調査）
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のため、専門医の養成とともに医療機能の分化・役割分担の強化さらに必要時には

お互い協力し効率的な連携体制整備を一層推進する必要があります。 

■本県では、医療資源が少ない離島やへき地においては、脳卒中を発症した患者へ遠

隔画像診断を用いた診療体制（ｔｅｌｅｓｔｒｏｋｅ）を構築し、ドクターヘリに

よる救急搬送やＤｒｉｐ ａｎｄ Ｓｈｉｐ６法等の遠隔医療連携を行っています。 
 

●脳卒中診療ネットワーク 

 
 

●高次脳卒中センター（３病院）： 

県内の脳卒中急性期診療の核となる、救命救急センターを設置し、複合疾患や重症合併

症等を有する脳卒中患者の受入も可能な医療機関。 

医療圏 医療機関名 住所 

長崎 長崎大学病院 長崎市坂本１丁目７番１号 

佐世保県北 佐世保市総合医療センター 佐世保市平瀬町９番３号 

県央 長崎医療センター 大村市久原２丁目１００１番地１ 

 

●地域脳卒中センター（４病院）： 

二次医療圏における脳卒中急性期専門医療機関の中から原則として１箇所、脳卒中患者の

２４時間３６５日の受入が可能で、地域の中核となる医療機関。 

医療圏 医療機関名 住所 

長崎 長崎みなとメディカルセンター 長崎市新地町６番３９号 

佐世保県北 
長崎労災病院 佐世保市瀬戸越２丁目１２番５号 

佐世保中央病院 佐世保市大和町１５番地 

県南 長崎県島原病院 島原市下川尻町７８９５番地 

 

●脳卒中支援病院（６病院）： 

地域脳卒中センターと連携し、緊急ｔ－ＰＡ治療や緊急脳神経外科手術等を行い、地域の脳

卒中急性期診療を支える医療機関。 

医療圏 医療機関名 住所 

長崎 

十善会病院 長崎市淵町２０番５号 

済生会長崎病院 長崎市片淵２丁目５番１号 

長崎北徳洲会病院 西彼杵郡長与町北陽台１丁目５番１ 

県央 

諫早総合病院 諌早市永昌東町２４番１号 

宮崎病院 諌早市久山町１５７５番地１ 

長崎川棚医療センター 東彼杵郡川棚町下組郷２００５番地１ 

・地域脳卒中センターと

連携し、地域の脳卒中診

療を支える医療機関 

・各二次医療圏におけ

る脳卒中診療医療機関

のうち地域の中核とな

る医療機関 

・県内の脳卒中診療の中

核となる医療機関 

 

高次脳卒中センター 地域脳卒中センター 脳卒中支援病院 

連携・支援 

搬送 
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■日本脳卒中学会が認定する「一次脳卒中センター（ＰＳＣ）」が県内に１２施設あ

り、そのうち１１施設は「脳卒中診療ネットワーク」と重複しています。 

●日本脳卒中学会が認定する「一次脳卒中センター（PSC）」 

 
 

 
＜取り組むべき施策＞ 

■今後は更に適時・適切な脳卒中急性期医療が県民に幅広く提供され、医療機関の機能

に応じて円滑な医療提供が行われるよう、「脳卒中診療ネットワーク」と脳卒中学会

が認定する一次脳卒中センターが連携し、長崎県の独自性を生かした体制のさらなる

充実を目指します。 

■医療資源が少ない離島やへき地においても、早急に適切な治療が受けられるようドク

ターヘリによる救急搬送やＤｒｉｐ ａｎｄ Ｓｈｉｐ法等の遠隔画像診断を用い

た診療体制（ｔｅｌｅｓｔｒｏｋｅ）の整備を引き続き推進します。 

 

１ｔ－ＰＡは血管を詰まらせる原因である血栓を溶解させる薬。ｔ－ＰＡ静注療法とは、脳梗塞が起きた際、脳の細胞

が死滅する前に血栓を溶かし、血液を再開する治療法。 

２詰まった血栓をカテーテルで除去する治療法。 

３開頭し、動脈瘤の根元を金属のクリップで挟み止血する方法。 

４大腿から、カテーテルという細い管を動脈瘤まで進め、動脈瘤の中に細くて柔らかい金属のコイルを詰める治療法。

詰められたコイルによって動脈瘤の血液がなくなり破裂を防ぐ。 

５レセプト上に現れる各診療行為の算定回数を、都道府県の年齢構成の違いを調整し、出現比として指数化したもの。 

全国平均と同じ回数の場合の指数は１００となる。 

６遠隔医療を用いる等によって、脳卒中を診療する医師の指示の下に行われるｔ－ＰＡ静注療法を開始した上での病院

間搬送。 

一次脳卒中センター（ＰＳＣ）病院一覧　　　　　　　　　R5.4.1時点

二次医療圏 医療機関名 住所

長崎大学病院 長崎市坂本1丁目7番1号

長崎みなとメディカルセンター 長崎市新地町6番39号

済生会長崎病院 長崎市片淵2丁目5番1号

十善会病院 長崎市淵町20番5号

長崎北徳洲会病院 西彼杵郡長与町北陽台１丁目５番１

石坂脳神経外科 佐世保市卸本町30番42号

長崎労災病院 佐世保市瀬戸越2丁目12番5号

佐世保市総合医療センター 佐世保市平瀬町9番地3

佐世保中央病院 佐世保市大和町15番地

長崎医療センター 大村市久原2丁目1001番地1

諌早総合病院 諫早市永昌東町24番1号

県南 長崎県島原病院 島原市下川尻町7895番地

長崎

出典：日本脳卒中学会ホームページ

県央

佐世保

県北

・日本脳卒中学会が、専門治療に関し、一定の要件を満たす施設を認定する制度。 

・「一次脳卒中センター（ＰＳＣ）」は２４時間３６５日、ｔ－ＰＡ静注療法を行うこ

とができるなどの要件を満たす施設で、令和３年３月３１日時点で、全国１，００

０施設以上が認定されています。 
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イ 急性期の合併症治療・リハビリテーション提供体制（脳卒中） 

＜現状・課題＞ 

■リハビリテーションは急性期、回復期、維持期・生活期の３段階に分けられ、それぞ

れ異なる役割を果たしています。主として急性期は疾患や障害の治療、呼吸理学療法

や心臓リハビリテーションなどの専門的リハビリテーション、廃用症候群の予防及び

重症化予防対策が重要となってきます。また、回復期は日常生活動作能力の向上およ

び在宅等復帰、維持期・生活期は心身機能及び生活機能の維持・向上を担います。 

■脳卒中急性期においては、専門的な治療とともに廃用症候群の予防や重症化予防対策

ならびに誤嚥性肺炎や心不全などの合併症予防及び対策が重要です。そのために、可

能な限り早期から継続したリハビリテーション、栄養・口腔管理、嚥下リハビリテー

ションの実施が重要です。 

■栄養状態は治療効果や機能予後の改善および感染症の合併などと密接に関係するこ

とから急性期より専門的な栄養管理が必要です。診療報酬としても急性期における管

理栄養士を中心とした多職種による栄養管理（栄養サポートチーム：ＮＳＴチーム）

の活動が評価されています。 

■急性期治療後の回復期医療機関や療養型医療機関、介護施設等への転院あるいは自宅

退院時には合同カンファランスの開催や地域連携パスが活用されています。 

■長崎救急医療白書によると、救急搬送された脳卒中患者の６割以上は７０歳以上の高

齢者です。高齢者は入院をきっかけとして容易に低栄養となり、合併症や廃用症候群

を併発しやすく、入院が長期化し寝たきりになりやすいことが知られています。 

■医療機関では、医療従事者及び介護サービス提供者などとの連携推進のための協議や

研修会を実施し「顔のみえる関係づくり」の構築が進められています。 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■急性期における専門的治療の治療効果を高めるために、可能な限り早期からリハビリ

テーションを開始し、急性期から誤嚥性肺炎や深部静脈血栓症などの合併症の予防な

らびに栄養・口腔管理が持続的に実施されるよう促進します。 

■脳卒中患者の口腔衛生・口腔機能・嚥下機能の改善・向上を目指し、更なる医科歯科

連携を推進します。 

■脳卒中急性期から回復期、維持期・生活期にかけて切れ目なく質の高い医療を提供す

るために、地域連携パスの活用を推進します。さらに地域連携パスを活用する際に、

あじさいネット１等の地域医療情報ネットワークの利用を検討します。 

 

 

 

指標名 現状 全国 目標（R10） 

脳梗塞に対する t-PA による血栓溶 

解法の実施件数（SCR） 

１３７．５ 

（R2） 
１００．０ 増加 

施策目標 
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脳梗塞に対する血栓回収療法の実施

件数（SCR） 

８７．１ 

（R2） 
１００．０ 増加 

脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施 

件数（SCR） 

２０．１ 

（R2） 
１００．０ 増加 

脳卒中患者に対する早期リハビリテ 

ーションの実施件数（SCR） 

１０５．７ 

（R2） 
１００．０ 増加 

 

１特定非営利法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会が運営する長崎県内の医療機関をつなぐネットワーク。

総合病院での診察や検査・処方などの情報を、かかりつけ医院等の他の医療機関、薬局、訪問看護サービス等でも共

有できるしくみ。 

 

 

ウ 回復期リハビリテーション提供体制（脳卒中） 

＜現状・課題＞ 

■身体機能の早期回復のため、集中的なリハビリテーションを実施する必要があります。 

内閣府の「医療提供の地域差」（ＮＤＢ－ＳＣＲ）令和２年度診療分によると、本県

における脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（ＳＣＲ）は１３９．３

で全国を上回っています。また、令和５年４月時点の九州厚生局届出受理によると、

脳血管疾患等リハビリテーションが実施可能な医療機関（人口１０万対）は１２．６

で全国の６．４を上回っています。 

■県下には１６６の脳卒中リハビリテーション届出医療機関があり、うち回復期リハビ

リテーション病棟のある医療機関は２１ありますが、いずれにおいても医療機関の地

域偏在が課題となっています。また、回復期リハビリテーション病床数（人口１０万

対）についても地域差があります。 

■急性期に引き続き誤嚥性肺炎等の合併症予防のため、特に高齢者においては、多職種

による継続したリハビリテーション、栄養・口腔管理の実施が重要となります。内閣

府の「医療提供の地域差」（ＮＤＢ－ＳＣＲ）令和２年度診療分によると、本県の回

復期の嚥下訓練の実施件数（ＳＣＲ）は１１７．９と全国を上回っています。 

■再発予防を目的とした栄養管理、服薬指導等の患者教育、再発危険因子の管理が重要

です。 

■医療機関から在宅等への退院には、病院、かかりつけ医、訪問歯科診療、訪問薬局、

訪問看護、訪問・通所リハビリテーションを含む介護サービス等の多職種協働による

退院支援や安心・安全な地域生活の継続支援が求められます。 
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＜取り組むべき施策＞ 

■県民が住み慣れた地域において、適時適切に集中的な回復期リハビリテーションが受

けられるよう、二次医療圏単位で回復期リハビリテーション機能の適正な配置につい

て推進します。 

■脳卒中の急性期から慢性期に至るまで、切れ目ない医療を提供するために地域連携パ

スの活用を推進します。さらに地域連携パスを活用する際に、あじさいネット等の地

域医療情報ネットワークの利用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

指標名 現状 全国 目標（R10） 

脳卒中患者に対するリハビリテーシ 

ョンの実施件数（SCR） 

１３９．３ 

（R2） 
１００．０ 増加 

在宅等生活の場に復帰した患者の割 

合（％） 

５３．１％ 

（R2） 
- 56％ 

 

 

 

 

R5.4.1 現在

二次医療圏 長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 長崎県

脳卒中リハビリ

テーション料届

出医療機関

61 43 31 17 5 3 3 3 166

回復期リハビリ

テーション料届

出医療機関

10 2 6 3 0 0 0 0 21

リハビリテーション届出医療機関数

出典：九州厚生局

回復期リハビリテーション病床数（人口10万対）　　　　　 R3年

二次医療圏 長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐　 対馬 長崎県 全国

回復期リハビリ

テーション病床数

（人口10万対）

115.9 79.9 62.3 104.9 0 0 0 0 86.1 70.2

出典：令和3年病床機能報告

施策目標 
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エ 維持期・生活期のリハビリテーション・在宅医療・緩和ケア提供体制（脳卒中） 

＜現状・課題＞ 

■在宅医療では、脳卒中急性期後のリハビリテーションによって改善・獲得された生活

機能の維持・向上を図ることが求められます。また、「かかりつけ医」や訪問看護師

等は、ケアマネジャーや訪問リハビリテーション専門職、訪問歯科医師・衛生士、訪

問薬剤師等と連携して、患者・家族が自宅等の住み慣れた生活の場で療養できるよう、

医療・介護サービスを包括的に提供することが求められます。 

■在宅医療を担う医療機関では、再発予防の治療、基礎疾患・危険因子の管理、口腔ケ

ア、抑うつ状態への対応や、生活機能の維持・向上、地域社会での活動や参加を目指

した継続的なリハビリテーションの提供が必要です。 

■介護サービス情報公表システムによると令和５年５月時点で訪問リハビリテーショ

ンを提供している事業所数（人口１０万対）は本県で６．６となっており全国の３．

９を上回っています。また、通所リハビリテーションを提供している事業所数も、本

県は１３．９で全国の６．３を上回っていますが、事業所についても地域偏在が見ら

れ、特に離島地域では事業所数が少ない状況です。そのため、訪問リハビリテーショ

ン事業所のサテライト化についても検討が必要です。 

 

 
 

■県では、高齢者や障害のある人が、住み慣れた地域において、生き生きとその人らし

く生活することができるよう、県下全体の支援を行う長崎県リハビリテーション支援

センター（１か所）と、各圏域の支援を行う地域リハビリテーション広域支援センタ

ー（９カ所）を設置し、地域におけるリハビリテーション実施機関等の支援、従事者

への研修、関係機関等との連絡・調整を通じて、生活期におけるリハビリテーション

支援を実施しています。 

■厚生労働省「ＮＤＢ」（令和２年度診療分）によると本県の訪問歯科衛生指導を受け

る患者数（人口１０万対）は、１，６１６．８と全国の４，３９２．４を下回ってい

ます。在宅医療に関わる医療・介護の関係者及び県民に対し、口腔管理の重要性等の

啓発を行い、口腔への関心を高め、各地域において多職種連携による口腔管理を推進

し、地域における歯科医療・介護の体制づくりを目指すことが重要です。 

■地域の診療所や薬局が医療機関の電子カルテ等を閲覧する医療情報連携ネットワー

訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション事業所数　　　　　　R5.5月時点

二次医療圏 長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 長崎県

通所リハビリ

テーション

事業所数

75 39 34 23 3 2 2 4 182

訪問リハビリ

テーション

事業所数

36 16 14 14 3 1 1 1 86

出典：介護サービス情報公表システム

※事業所数は実際サービスを提供している事業所数のみを計上
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クとして「あじさいネット」が全県域で利用されています。また、在宅医療において

はモバイル端末を活用した多職種の情報共有や、テレビ会議システムによる遠隔診断

や退院カンファレンスなど活用範囲が広がっています。 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■脳卒中を発症した患者が住み慣れた地域で生き生きとその人らしく生活が継続でき

ることを支援するため、生活圏域単位で地域包括支援センターをはじめとした関係機

関の支援を行う地域密着型のリハビリテーション支援体制の充実を図ります。 

■誤嚥性肺炎の予防や、安心して口から食べることが推奨されるよう、令和５年度から

在宅歯科医療地域連携支援事業を実施し、地域の中で多職種と協働した口腔・栄養・

リハビリテーション地域連携研修会の開催等を通じて、歯科医師や歯科衛生士の地域

包括ケアシステムの充実に向けた活動への参画を促すことにより在宅歯科医療の推

進を図ります。 

■脳卒中連携パスの運用により専門的治療・各段階のリハビリテーションを行う医療機

関やかかりつけ医が情報交換を行い連携して診療ができる体制づくりを推進します。 

さらに脳卒中連携パスを活用する際に、あじさいネット等の地域医療情報ネットワー

クの利用を検討します。 

 

 

 

 

指標名 現状 全国 目標（R10） 

訪問歯科衛生指導を受ける患者数 
1,616.８ 

（R2） 

4,392.4 

（R2） 
増加 

【再】脳卒中患者に対するリハビリ 

テーションの実施件数（SCR） 

１３９．３ 

（R2） 
１００．０ 増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標 
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② 急性期から慢性期にかけて切れ目ない医療提供体制の構築（心血管疾患） 

ア 急性期の医療体制 

＜現状・課題＞ 

■急性心筋梗塞に対しては速やかに再灌流療法１を行うことで予後の改善につながるこ

とが明らかになっています。 

■急性心筋梗塞等の急性期医療について、県内の２１医療機関で２４時間診療が可能と

なっていますが、医療機関の地域偏在があります。 

■急性心筋梗塞に対しては、発症後２時間以内、来院後９０分以内に再灌流療法１を行

うことが望ましく、令和２年度の NDB オープンデータによると、本県における来院

後９０分以内の冠動脈再開通達成率は５９．０％であり、全国の５０．７％を上回っ

ています。 

■日本循環器学会の循環器疾患診療実態調査（JROAD）によると、本県の急性心筋梗

塞患者入院中死亡率は７．８％であり、全国の８．５％を下回っています。また、本

県の急性大動脈解離入院中死亡率は８．８％となっており、全国の１１．８％を下回

っています。また、本県の緊急 PCI２総件数は４５．７（人口１０万対）であり、全

国の６０．１を大きく下回っており、緊急 PCI の実施体制の整備が必要です。 

■県下の急性心筋梗塞、大動脈緊急症（急性大動脈解離、大動脈瘤破裂）、急性心不全

などの急性期医療機能には地域偏在があり、更に高度な医療機関への搬送が必要な場

合には、速やかに転院できるよう連携することが必要です。 

■医師の地域偏在や人材不足等により、今後、さらに２４時間を通じて心筋梗塞等の急

性期対応を可能とするための医師配置が困難になることが予想されます。そのため、

専門医の養成とともに医療機能の分化・役割分担の強化さらに必要時にはお互い協力

し効率的な連携体制整備を一層推進する必要があります。 

■高齢化を背景として、高齢者を中心に心不全等で入退院を繰り返す患者が増加してい

ます。そのため、発症後早期から、慢性心不全の再入院予防等の予後改善のため、運

動療法、危険因子の是正、患者教育、カウンセリング等を含む疾病管理プログラム２

を実施することが関連学会より提唱されています。 
 

心筋梗塞に対する冠動脈再開通件数　　令和3年度（2021年度）

二次医療圏 長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 長崎県

心筋梗塞に対する

冠動脈再開通件数

(医療機関数)

8 5 4 3 ＊ ＊ 0 ＊ 20

心筋梗塞に対する

冠動脈再開通件数

(算定回数)

209 136 84 87 19 ＊ 0 23 558

うち心筋梗塞に対す

る来院後90分以内冠

動脈再開通件数

(算定回数)

121 106 63 80 13 ＊ 0 18 401

＊秘匿：３未満は秘匿（長崎県は秘匿を除き計上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：NDB
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※一部の病院では、休日、夜間に対応できない場合もあります 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■医療機関連携により、県民が早急に適切な医療を受けることができるよう、急性心筋

梗塞や大動脈緊急症に対する専門的医療が可能な医療機関専門医を養成するととも

に、地理的な分布の適正化に取り組み、病院間のネットワーク強化に努めます。 

■心不全患者をはじめとした心血管疾患患者の病状の悪化や再発を予防し、各地域にお

ける医療資源の活用により住み慣れた地域で医療が受けられるよう、また、多職種が

連携した医療を提供できるよう、患者に応じた疾病管理プログラム２を推進します。 

急性期における医療機能 　

長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 長崎県

特定集中治療室（CCU・

ICU）
2 5 2 1 0 1 0 1 12

冠動脈バイパス術（CABG）１ 3 2 2 0 0 0 0 0 7

経皮的冠動脈インターベンショ

ン（PCI）１
8 6 5 3 1 1 0 1 25

補助循環装置※ 8 6 5 3 1 1 0 1 25

※大動脈バルーンパンピング法の加算があるもの　　　　　　　　　　　　出典：九州厚生局・県医療政策課調べ

R4.1時点

長崎県急性心筋梗塞２４時間診療可能医療機関

MAP 

令和４年 1月３1日現在 

人口は令和５年６月１日推計 
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指標名 現状 全国 目標（R10） 

PCI を施行された急性心筋梗塞患者 

数のうち、来院後 90 分以内の冠動 

脈再開通達成率 

５９．０％ 

（R2） 

５０．７％ 

（R2） 
６０％ 

入院心血管疾患リハビリテーション

の実施件数（SCR） 

１１９．６ 

（R2） 
１００．０ 増加 

 

 

 

１詰まった血管を再開通させる治療法。再灌流療法には、カテーテルを用いて冠動脈の閉塞部分にバルーンを運び膨ら

ませたり、閉塞部分に金具（ステント）留置などを行う経皮的冠動脈インターベンション（ＰＣＩ）、血栓を薬物で溶

かす血栓溶解療法、または血栓をカテーテルで吸い取る冠動脈血栓吸引術などがある。外科的治療には冠動脈の閉塞

部分より先に血管をバイパスする冠動脈バイパス術（ＣＡＢＧ）がある。 

２特に急性心筋梗塞を発症した患者に対する PCI の緊急適応のことで、血栓溶解療法を先行させることなく再灌流療法

として最初から PCI を選択すること。 

３慢性心不全などの慢性疾患患者を対象として、診療ガイドラインで示されている標準的医療の提供や患者教育により 

 再入院抑制を含む予後改善をめざす体系的なプログラム。 

 

 

イ リハビリテーション・在宅医療・緩和ケア提供体制（心血管疾患） 

＜現状・課題＞ 

■心血管疾患患者に対しては、急性期からリハビリテーションを行い、１日でも早い退

院と復帰を目指すことが必要です。令和２年患者調査によると、本県の虚血性心疾患

の退院患者の平均在院日数は１０．７日で、全国平均の１２．７日よりも短くなって

います。しかし、本県の心血管疾患の退院患者の平均在院日数は３０．３日で、全国

平均の２４．６日よりも長くなっています。 

■本県の入院心血管疾患リハビリテーション実施件数（ＳＣＲ）、外来リハビリテーシ

ョン実施件数（ＳＣＲ）ともに全国を上回っており、急性期から維持期・生活期にか

けて心血管疾患リハビリテーションは比較的取り組みが進んでいるとの見解もあり

ます。 

■本県において心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関は３２あります

が、離島地域では実施可能な医療機関がない地域もあり、県下の心血管疾患リハビリ

テーション提供体制の地域差の解消が必要です。 

 

 

 

 

 

 

施策目標 
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長崎県 全国

心血管疾患リハビリテーション（Ⅰ）届出医療機関数

（人口10万対）　R5.4時点
2.1 1.2

心血管疾患リハビリテーション（Ⅱ）届出医療機関数

（人口10万対）　R5.4時点
0.3 0.1

長崎県 全国

入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数

（SCR)　R2年
119.6 100

外来心血管疾患リハビリテーション実施件数

（SCR)　 R2 年
113.1 100

出典：九州厚生局

出典：内閣府「医療提供情報の地域差」（NDB-SCR)

R5.4 .1

二次医療圏 長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 長崎県

心大血管リハビリ

テーション料届出

医療機関数

12 9 6 4 0 0 0 1 32

出典：九州厚生局

心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数　　R5.4.1 時点

二次医療圏 長崎
佐世保

県北
県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 長崎県

心大血管リハビリ

テーション（Ⅰ.Ⅱ）

料届出医療機関数

12 9 6 4 0 0 0 1 32

心大血管リハビリ

テーション（Ⅰ.Ⅱ）

料届出医療機関数

（人口10万対）

2.5 3.0 2.3 3.3 0.0 0.0 0.0 3.8 2.5

心大血管疾患リハビリテーション料届出医療機関数

出典：九州厚生局・長崎県異動人口調査
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■循環器疾患の疾病管理においては、多職種の連携が必要となります。心不全療養指導

士をはじめとしたメディカルスタッフの人材育成を行い、心血管疾患の診療体制を充

実させることが重要です。循環器関連学会の資格としては以下のものがあります。 

 

 

 

心大血管リハビリテーション料届出医療機関　 R5.4.1時点

二次医療圏名 医療機関名 市町名

長崎記念病院 長崎市

田上病院 長崎市

光晴会病院 長崎市

虹が丘病院 長崎市

ながさきハートクリニック 長崎市

櫻川循環器内科クリニック 長崎市

長崎北病院 時津町

戸田内科 時津町

長崎大学病院 長崎市

長崎原爆病院 長崎市

済生会長崎病院 長崎市

長崎みなとメディカルセンタ― 長崎市

佐世保中央病院 佐世保市

俵町浜野病院 佐世保市

京町病院 佐世保市

むらはし循環器科内科 佐世保市

村上きんしろう循環器内科 佐世保市

長崎労災病院 佐世保市

北松中央病院 佐世保市

佐世保市総合医療センター 佐世保市

杏林病院 佐世保市

諫早記念病院 諫早市

長崎川棚医療センター 川棚町

長崎医療センター 大村市

諫早総合病院 諫早市

市立大村市民病院 大村市

長崎原爆諫早病院 諫早市

愛野記念病院 雲仙市

泉川病院 南島原市

公立小浜温泉病院 雲仙市

長崎県島原病院 島原市

対馬（１） 長崎県対馬病院 対馬市

出典：九州厚生局

長崎

（12）

県南

（４）

県央

（６）

佐世保県北

（9）
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  メディカルスタッフ資格一覧（循環器関連学会） 

学会名 資格名 

日本心エコー図学会 日本心エコー図学会認定専門技師 

日本循環器学会 心不全療養指導士 

日本心血管インターベンション 

治療学会 
心血管インターベンション技師（ITE） 

日本心臓病学会・日本高血圧学

会・日本循環器病予防学会・日本

動脈硬化学会 

循環器病予防療養指導士 

日本心臓リハビリテーション学会 心臓リハビリテーション指導士 

 

日本不整脈心電学会 

心電図専門士 

CDR（ペースメｰカ/ICD 関連情報担当者） 

植込み型心臓不整脈デバイス認定士 

日本胸部外科学会・日本心臓血管

外科学会・日本血管外科学会他 

血管診療技師（CVT） 

体外循環技術認定士 

人工心臓管理技術認定士 

 

■急性心不全や慢性心不全の急性増悪などの心不全に伴う入院医療も、急性心筋梗塞体

制に準じて行われており、受け入れ医療機関が限られています。 

■長崎 ACS 二次予防協議会１が中心となり、長崎 AMI２二次予防クリニカルパスの運用

を推進しています。クリニカルパスを運用することで、治療内容のばらつきを抑えら

れたり、急性期病院とかかりつけ医、患者自身が治療目標を共有することができ、二

次予防に繋がると考えられています。 

■平成２６年の世界保健機関（ＷＨＯ）の報告によると、終末期に緩和ケアが必要とさ

れる疾患の中で、心血管疾患は３８．５％を占め、悪性新生物の３４．１％を超え、

第１位とされています。しかし、県下では、心不全患者に対し、緩和ケアを実践して

いる医療機関も一部にはありますが、十分に普及しているとは言えず、今後は医療従

事者及び介護従事者との連携や医療機関同士のネットワークを生かしながら、取組を

推進する必要があります。 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■心不全患者の再入院を予防し患者の生活の質を維持向上するために、急性期から維持

期・生活期までの疾病管理プログラムを活用した包括的リハビリテーションの提供体

制を整備します。 

■リハビリテーション提供体制の地域差の解消を目指し、本土のリハビリテーション医

療機関への受診が困難な離島地域の患者に対する遠隔心血管リハビリテーションな

ど、提供体制について検討します。 

■長崎 AMI 二次予防クリニカルパスをはじめ、循環器専門医とかかりつけ医およびリ

ハビリテーション専門職の連携体制の構築のため、地域連携パスの活用を推進します。
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さらに地域連携パスを活用する際に、あじさいネット等の地域医療情報ネットワーク

の利用を検討します。 

■心不全医療に関わる医療機関の役割の明確化とネットワークづくりのため、心不全増

悪時の対応やレスパイト入院などに対応できる医療機関や地域の福祉・介護と連携の

中核を担う医療機関の整備を推進します。 

■心不全をはじめとする慢性心疾患患者への適切な終末期医療の提供のため、アドバン

ス・ケア・プラニング３に基づく緩和ケアを行う医療従事者の育成等を推進します。 

 

 

 

 

指標名 現状 全国 目標（R10） 

【再】入院心血管疾患リハビリテー 

ションの実施件数（SCR） 

１１９．６ 

（R2） 
１００．０ 増加 

外来心血管疾患リハビリテーション

の実施件数（SCR） 

１１３．１ 

（R2） 
１００．０ 増加 

虚血性心疾患の退院患者平均在院日 

数（日） 

１０．７ 

（R2） 

１２．７ 

（R2） 
短縮 

心血管疾患の退院患者平均在院日数 

（日） 

３０．３ 

（R2） 

２４．６ 

（R2） 
短縮 

在宅等生活の場に復帰した虚血性心 

疾患患者の割合（％） 

８７．１ 

（R2） 
- 増加 

在宅等生活の場に復帰した大動脈瘤 

患者の割合（％） 

４．２ 

（R2） 
- 増加 

心不全緩和ケアトレーニングコース 

受講人数 
０．７ ０．９ 増加 

 
１長崎市内の心臓カテーテル治療を実施している医療機関で構成される協議会。 

２急性心筋梗塞の略称。 

３将来の意思決定能力低下に備えて、患者やその家族とケア全体の目標や具体的な治療・療養について話し合う過程（プ

ロセス）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標 
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（３） 小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策 

 ＜現状・課題＞ 

■循環器病の中には先天性心疾患や小児不整脈、小児脳卒中、家族性コレステロール血

症等といった小児・若年期から配慮が必要な疾患があります。また、そのような疾患

を抱えたまま、思春期・成人期を迎える患者がいます。 

■先天性心疾患の場合等、成人期を迎えても、成人期医療への移行が進まない患者が多

くなっています。 

■小児期から成人までの生涯を通じて切れ目のない医療が受けられるよう、他領域の診 

療科との連携や、移行医療を含めた総合的な医療体制の充実が求められています。 

■学校健診の一次健診では、保健調査票、学校医の診察所見、心臓検診調査票・心電図

検査（小・中・高各第１学年全員に義務付け）により判定を行い二次健診につなげま

す。学校健診を通して小児の循環器病が見つかることもあり、学校健診の機会は重要

となっています。また、心疾患の既往歴がある児童生徒についても、主治医や専門医

の定期健診の有無や経過観察等について確認しています。 

■学校健診の結果、心疾患を有する児童生徒については、主治医からの「学校生活管理

指導表」に基づき、可能な限り教育活動に参加できるよう配慮する等、安心して学校

生活を送ることができるように支援しています。 

 

 
 

＜取り組むべき施策＞ 

■小児期から成人期にかけて必要な医療を切れ目なく行うことができるように、小児期

から成人期への移行期医療支援の体制整備に向けた取組を推進します。 

■循環器病の早期発見のために、学校健診の結果、心疾患のある児童生徒に適切な治療

を受けさせるように指示します。 
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３ 多職種連携によるサービス提供体制の充実 

（１）社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援 

＜現状・課題＞ 

■循環器病患者は、脳梗塞の後遺症の残存や心血管疾患後の身体機能低下により、生

活の支援や介護が必要な状態に至る場合があります。また、再発や増悪等を繰り返

すことから、予防のための生活習慣改善や服薬等適切な管理及びケアを行う必要が

あります。 

■循環器病患者を中心とした包括的な支援体制を構築するため、多職種が連携して、

相談支援体制の整備や医療機関の連携体制の構築などに取り組む必要があります。 

■循環器病患者が、地域で安心して療養していくことができるよう、入院医療だけで

なく、在宅医療を充実させていく必要があります。 

■また、循環器病患者は、認知症やフレイル１などの併存する疾患を抱え、独居等生活

基盤も脆弱であることが多いため、医療、介護、福祉と相互に補完しながら、多職種

が連携した地域包括ケアシステムの中で包括的なサポートできる体制が必要です。そ

のためにも、「地域包括ケアシステム」の構築と充実が重要となっています。 

■本県の日常生活圏域における地域包括ケアシステムの構築状況は、令和４年度時点

で１２４圏域全ての圏域で「概ね構築」と評価されており、今後は住民が最期まで

住み慣れた地域で暮らし続けることができると実感できるようシステムの充実を図

るため、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつPDCAサイクルに沿った取

組を継続的に行うことで、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を目指す

必要があります。 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■長崎大学病院に設置している「脳卒中・心臓病等総合支援センター」を中心に、循

環器病の患者及びその家族等への情報提供・相談支援体制の整備や地域の医療機関と

の連携体制の強化等を推進し、包括的な支援体制の構築を目指します。 

■在宅医療を充実するため、退院支援、日々の療養生活の支援、急変時の対応強化、

看取りの体制整備を図ります。 

■医療、介護、福祉を連携する地域包括ケアシステムの構築から充実へと深化を図る

ため、地域における医療や介護専門職、リハビリ専門職等の多職種連携の促進や住

民視点でのシステムの運用を図ります。 



44 

 

 
                             出典：厚生労働省資料より一部抜粋 

 
１加齢により心身が老い衰えた状態。 

 

 

（２） 後遺症を有する者に対する支援・治療と仕事の両立支援・就労支援 

＜現状・課題＞ 

■循環器病は、急性期に救命されたとしても様々な後遺症を残す可能性があります。

特に脳卒中においては、手足の麻痺、摂食嚥下障害、てんかん、失語症、高次脳機

能障害等の後遺症が残る場合があり、社会的理解や日常生活への支援も必要です。 

■高次脳機能障害について、本県では、高次脳機能障害支援拠点機関である長崎県高

次脳機能障害者支援センター（長崎こども・女性・障害者支援センター）に支援コ

ーディネーターを配置し、保健所とともに相談支援、研修及び普及啓発等を実施し

ています。 

■長崎県のてんかん患者は約１万人いると推計されています。一方で、これまで精神

科、神経内科、脳神経外科、小児科など数多くの診療科により担われてきました。

その結果、多くの地域でどの医療機関がてんかんの専門的な診療をしているのか、

患者ばかりではなく医療機関においても把握されていない状況が生まれています。

てんかんについては、てんかん支援拠点病院（長崎医療センター）を中心に、患者

の治療や相談支援、てんかんに関する啓発活動を実施しています。 

■令和２年患者調査によると、脳卒中を含む脳血管疾患で入院通院している者のう

ち、約１２％は２０～６４歳で、脳卒中既往の６５歳未満の患者の約７割がほぼ介

助を必要としない状態まで回復するとされています。一方で、脳血管疾患の後遺症

としててんかんが起こる可能性があり、特に60歳以上の患者についてはその可能性

が高くなります。また、心疾患患者の約１６％は２０～６４歳とされています。長

崎労働局においては、平成２８年度から、長期療養者に対する就労支援事業を実施

しており、脳梗塞、心筋梗塞、心不全等をはじめとする循環器病者の就労に関する

相談を受けています。また、長崎産業保健総合支援センターでは、治療と仕事の両

立支援に関して、相談対応、個別訪問支援及び啓発セミナー等を行っており、相談
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対応は当センター以外に定例で両立支援出張相談窓口を開設し応じています。介護

や福祉サービスのみならず、罹患後の職場復帰や、治療と仕事の両立等についても

更なる支援が必要です。 

 

＜取り組むべき施策＞ 

■長崎県高次脳機能障害者支援センター及び保健所において、引き続き、高次脳機能

障害に関する相談支援、研修及び普及啓発等を実施します。また、医療機関、就労

支援機関、職場等と協働し、復職就労に向けた相談支援を行います。 

■てんかん支援拠点病院を中心に、引き続きてんかん患者の治療や相談支援、啓発活

動等を実施します。また、今後はてんかん医療機関ネットワークを活用し、てんか

んの中核医療機関と連携医療機関のネットワーク支援を行います。 

■日常生活においてサポートが必要としている失語症者の意思疎通支援を行うため、

失語症者向け意思疎通支援者の養成及び派遣体制の構築を目指します。 

■治療と仕事の両立や復職・就労について、医療機関や労働局、長崎産業保健総合支

援センター等の関係機関と連携し、循環器病患者等の相談や就労に関する課題の把

握に努めるとともに、それぞれの相談内容や課題に応じた情報提供・相談支援がで

きる体制の整備を推進します。 
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第５章 循環器病対策の総合的かつ計画的な推進確保のために必要な事項 

１ 関係者等の有機的連携・協力の更なる強化 

■県、市町、医療機関、医療保険者その他関係機関は、循環器病対策を実効的なもの

として、総合的に展開するために、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、

一体となって取組みを進めます。 

■県は、長崎大学病院に設置している「脳卒中・心臓病等総合支援センター」と連携

し、循環器病にかかる包括的な支援体制の構築に取り組みます。 

■県、大学、企業が連携し、「長崎県循環器病対策推進計画」に基づく脳卒中・心臓

病等の予防や正しい知識の普及啓発、保健、医療、福祉サービス提供体制の充実の

推進に取り組みます。 

■県は、循環器病対策の推進にあたっては、関係者の意見を把握し、循環器病対策に

反映させていきます。 

■県民は、循環器病に関する正しい知識を持ち、積極的に循環器病の予防に取り組む

とともに、循環器病が発見された場合は、主体的かつ迅速に対応することが求めら

れます。 

 

２ 計画の評価・見直し等 

■この計画は、基本法第１１条第４項の規定に基づき、少なくとも６年ごとに検討を

加え、必要に応じ計画の変更を行います。 

■計画の見直しは、国の基本計画に合わせて適宜評価及び検討の上行い、ロジックモ

デル１等のツールを活用した実効性ある施策の策定に努めます。 

■長崎県循環器病対策推進協議会は、循環器病対策の進捗状況を踏まえ、施策の推進

に資する上で必要な提言・評価・見直しを行います。なお、個々の取り組むべき施

策の具体的な議論については、長崎県脳卒中検討委員会、長崎県心血管疾患検討委

員会等の関連する委員会等において行うこととし、本計画と各種関連計画との調和

を図ります。 

■県は、国が進めている循環器病に係る診療情報を収集・活用及びその他の循環器病

に係るデータの収集等により、県下の循環器病に関する事項の現状把握に努めま

す。 

 

３ 他の疾患等に係る対策との連携 

■循環器病は合併症・併発症も多く、病態は多岐にわたるため、他の疾患等に係 

る対策と重なる部分があります。 

■がん患者が、脳卒中や循環器病を併発するケースもあるため、「長崎県がん対

策推進計画（第4期）」における関連施策と連携した取り組みが必要です。 

■本県では、循環器疾患である高血圧症を要因とした腎硬化症2が、高齢化に伴い

増加傾向にあります。そのため、腎臓病対策と連携した循環器病対策に取り組

みます。 
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４ 感染症拡大や災害等の有事を見据えた対策 

■今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、循環器病患者の救急搬送や手術に

制限が生じる等、循環器診療のひっ迫や受診控えが指摘されたことを踏まえ、感染

症発生・まん延時や災害時等の有事においても、感染症患者や被災者等に対する医

療の確保を中心としつつ、静脈血栓症や心不全などの災害時の循環器病の予防及び

医療の確保を適切に図ることができるような医療提供体制の構築に取り組みます。 

 
１ある施策がその目的を達成するに至るまでの論理的な因果関係を明示したもの。 

２高血圧が原因で腎臓の血管に動脈硬化を起こし、血管の内腔が狭くなって血液量が減少することで腎臓に障害をもた

らす疾患。 

 

 

資料編 

 （別表１）脳卒中ロジックモデル 

 （別表２）脳卒中ロジックモデル出典一覧 

 （別表３）心血管疾患ロジックモデル 

 （別表４）心血管疾患ロジックモデル出典一覧 


